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札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和58年条例第１号）新旧対照表 

現   行 改 正 後 備  考 

 （建築物の用途）  （建築物の用途）  

第３条 前条に規定する区域（その区域に係る地区整備計画において、当該区域を２

以上の地区に区分しているものにあつては、その区分されたそれぞれの地区の区域

とする。以下「計画地区」という。）内においては、法第48条第１項から第13項ま

で（第８項を除く。）の規定により建築してはならないものとされる建築物のほか、

別表２の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

第３条 （現行のとおり）  

２・３ （省略） ２・３ （現行のとおり）  

 （建築物の敷地面積）  （建築物の敷地面積）  

第６条 建築物の敷地面積は、別表２の計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる

数値以上でなければならない。 

第６条 （現行のとおり）  

 （建築物の外壁等の面の位置）  （建築物の外壁等の面の位置）  

第７条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から道路

境界線（道路の計画線を含む。以下同じ。）、隣地境界線等までの距離は、別表２

キ（ア）欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表キ（イ）欄に掲げる数値

以上でなければならない。 

第７条 （現行のとおり）  

２ 前項の規定は、別表３計画地区の名称の欄に掲げる計画地区内においては、同項

に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分（以下「建築物等」

という。）がそれぞれ同表建築物等の欄に掲げるものに該当する場合については、

当該建築物等の外壁等の面には適用しない。 
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別表２ 別表２  

 
地区

整備

計画

区域

の名

称 

計画

地区

の名

称 

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ 
  

地区

整備

計画

区域

の名

称 

計画

地区

の名

称 

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ 
 

 

 
建築してはなら

ない建築物 

建築

物の

容積

率の

最高

限度 

建築

物の

容積

率の

最低

限度 

建築

物の

建蔽

率の

最高

限度 

建築

物の

敷地

面積

の最

低限

度 

建築

物の

建築

面積

の最

低限

度 

建築物の外

壁等の面か

ら道路境界

線、隣地境

界線等まで

の距離の最

低限度 

建築

物の

高さ

の最

高限

度 

建築

物の

高さ

の最

低限

度 

  
建築してはなら

ない建築物 

建築

物の

容積

率の

最高

限度 

建築

物の

容積

率の

最低

限度 

建築

物の

建蔽

率の

最高

限度 

建築

物の

敷地

面積

の最

低限

度 

建築

物の

建築

面積

の最

低限

度 

建築物の外

壁等の面か

ら道路境界

線、隣地境

界線等まで

の距離の最

低限度 

建築

物の

高さ

の最

高限

度 

建築

物の

高さ

の最

低限

度 

 
 

 
(ア) (イ) 

  
(ア) (イ) 

 
 

 
もみじ台団地地区整備計画区域の項から農試公園東地区地区整備計画区域

の項まで （省略） 

  
もみじ台団地地区整備計画区域の項から農試公園東地区地区整備計画区域の

項まで （現行のとおり） 

 
 

     

 
東月

寒向

ヶ丘

第二

地区

地区

整備

計画

区域 

公

益・

機能

複合

地区 

(1) 住宅 

(2) 共同住宅、

寄宿舎又は下

宿 

 （省略）   東月

寒向

ヶ丘

第二

地区

地区

整備

計画

区域 

公

益・

機能

複合

地区 

(1) 住宅等 

(2) 共同住宅、

寄宿舎又は下

宿 

 （現行のとおり）  規定整備 

 
                   
（新設）   集客

交流

地区 

(1) 住宅等 

(2) 共同住宅、

寄宿舎又は下

宿 

(3) 神社、寺院、

教会その他こ

れらに類する

もの 

(4) 老 人 ホ ー

ム、福祉ホー

   70,0

00 

 外壁等

の面か

ら都市

計画道

路北野

通の道

路境界

線まで

の距離 

155    東月寒向ヶ丘

第二地区に係

る都市計画の

変更に伴い、地

区整備計画区

域における建

築物の制限を

新たに設ける

もの 

          外壁等 25   
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ムその他これ

らに類するも

の 

(5) 公衆浴場 

(6) ボーリング

場、スケート

場、水泳場、ス

キー場、ゴル

フ練習場又は

バッティング

練習場 

(7) 自動車教習

所 

(8) マージャン

屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝

馬投票券発売

所、場外車券

売場その他こ

れらに類する

もの 

(9) カラオケボ

ックスその他

これに類する

もの 

の面か

ら隣地

境界線

（東月

寒向ヶ

丘地区

地区整

備計画

区域の

文教・

機能複

合地区

との境

界線に

限

る。）

までの

距離 

 
                   
北６条東３丁目周辺地区地区整備計画区域の項から平岸駅周辺地区地区整

備計画区域の項まで （省略） 

  北６条東３丁目周辺地区地区整備計画区域の項から平岸駅周辺地区地区整備

計画区域の項まで （現行のとおり） 
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備考 （省略） 備考 （現行のとおり）  

別表３ 別表３  

  計画地区の名称 建築物等 
   計画地区の名称 建築物等 

 
 

 
１～

44  

（省略） 
  

１～

44 

（現行のとおり） 
 

 

 
 （新設） 

  
45 東月寒向ヶ丘第二

地区地区整備計画

区域の集客交流地

区 

附属用途に供する建築物等（外壁等の面から隣地

境界線（東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域の文

教・機能複合地区との境界線に限る。）までの距離

が25メートル未満であるものを除く。） 

 
東月寒向ヶ丘

第二地区に係

る都市計画の

変更に伴い、建

築物の外壁等

の面の位置の

制限に関する

規定の適用除

外に関する規

定を新たに設

けるもの 

 
45～

67 

（省略） 
  

46～

68 

（現行のとおり） 
 

  
 

 


